
３－１８ 玄海地域の緊急時ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞ地点及び一時移転等の実施

図 玄海地区における緊急時ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞ体制と一時移転等の実施範囲

Ø緊急時ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞ地点86地点を設定し、そこで測定された実測値に基づき迅速に防護措置を講ずる区域を特定できる
よう、一時移転等の実施単位毎に関連付けを行っている。
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３－１９ 緊急時ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞ結果の共有及び公表

Ø 緊急時ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞの結果は、緊急時放射線ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞ情報共有・公表ｼｽﾃﾑにより集約、緊急時ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞ
ｾﾝﾀｰ等の関係機関と共有し、防護措置の実施判断に係る検討に活用するとともに、ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞにより
公表。

＜各種ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞ情報＞

可搬型ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞﾎﾟｽﾄ

ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞﾎﾟｽﾄ

測
定
結
果
の
集
約

測定結果の共有

測定結果を原子力規制委員会HPで公表

原子力災害
対策本部
（ERC）

ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞｶ-

佐賀県
長崎県
福岡県

緊急時
ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞｾﾝﾀｰ

原子力災害
現地対策本部

原子力災害
対策本部
（官邸）

ﾃ
ﾚ
ﾒ
―

ﾀ
等

電子線量計
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安定ﾖｳ素剤の緊急配布を実施

安定ﾖｳ素剤備蓄場所

佐賀県：72か所
長崎県：78か所
福岡県：5か所

・佐賀県：計102か所
（集合場所、避難経路上、
避難退域時検査場所で緊急配布）

・長崎県：計83か所
（備蓄場所、救護場所で緊急配布）

・福岡県：計5か所
（備蓄場所で緊急配布）

安定ﾖｳ素剤の搬送を実施

Ø 佐賀県、長崎県、福岡県では一時移転等を行う住民に対する安定ﾖｳ素剤の緊急配布のための備蓄。そのうち、対象
となる離島については、それぞれの離島において安定ﾖｳ素剤の備蓄を実施。

Ø 緊急配布が必要となった場合は、集合場所等で、対象住民に順次配布を実施。

Ø 乳幼児向けのｾﾞﾘｰ状安定ﾖｳ素剤の備蓄及び配布に向けて準備中。

３－２０ 一時移転等を行う住民等のための安定ﾖｳ素剤の備蓄と緊急配布

佐賀県内の緊急配布場所：
102か所

長崎県内の緊急配布場所：
83か所

福岡県内の緊急配布場所：
5か所
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避難元県・市町 検査場所

佐賀県

玄海町 多久市陸上競技場

唐津市
杵藤ｸﾘｰﾝｾﾝﾀｰ

他5施設

伊万里市
有田中央公園

他4施設

長崎県

松浦市
波佐見町体育ｾﾝﾀｰ・

波佐見町総合文化会館他3施
設

佐世保市
三川内地区公民館

他１施設

平戸市
平戸文化ｾﾝﾀｰ

他１施設

壱岐市
勝本町ふれあいｾﾝﾀｰ

かざはや他1施設

福岡県 糸島市
福岡市民体育館

他47施設

３－２１ 避難退域時検査場所の候補地の設定

Ø佐賀県、長崎県、福岡県では、緊急時の避難を円滑に行うため、UPZ内人口や地域の道路事情等を考
慮し、避難元市町と各避難退域時検査場所の対応付けを行ったうえで、候補地をあらかじめ準備。

佐賀県内の避難退域時検査
場所候補地：12か所

長崎県内の避難退域時検査
場所候補地：10か所

福岡県内の避難退域時検
査場所候補地：48か所

【凡例】

:避難退域時検査場所（候補地）
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３－22 避難退域時検査場所における活動基本ﾌﾛｰ

Ø 避難退域時検査は、自治体職員、原子力事業者、関係機関等の要員により実施。

Ø 検査要員は、検査及び簡易除染が実践できるよう、放射線の基礎等の講義及び機器の取り扱い実
習を含む研修を受講。

※ 避難時の除染や緊急事態応急対策活動等により発生した汚染水・ 汚染付着物等に
ついては原子力事業者が処理。

避

難

住

民

※ 車両の一時保管が必要となった場合は、原子力事業者の協力の下、保管場所を確保。

一時保管等

乗員

車両

避難所等へ

避難所等へ携行物品検査

住民

物品

車

両

検

査

簡

易

除

染

住

民

検

査

簡

易

除

染

40,000cpm
超過

40,000cpm
以下

40,000cpm以下
40,000cpm超過

OIL4
以下

OIL4
超過

OIL4
以下

OIL4
超過40,000cpm

超過

40,000cpm
以下

訓練風景

・住民については、
汚染拡大防止処置
を行った上で除染
処置について専門
的な知識及び技能
を有する機関で除
染を実施。場合に
よっては、内部被
ばくの検査ができ
る機関へ搬送。
・携行物品につい
ては汚染拡大防止
措置等を実施。
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３－２３ 自然災害等により避難経路等が使用できなくなった場合の対応

Ø 自然災害等により、避難経路等が使用できなくなった場合は、佐賀県、長崎県、福岡県及び関係市
町からの要請により、実動組織（警察、消防、海保庁、自衛隊）による各種支援を必要に応じて実施。

UPZ

PAZ

船舶による
避難

避難先又は陸路で避難可能な
場所までﾍﾘｺﾌﾟﾀｰにより避難

自治体等と連携の上、
通行不能となった道路への
他の車両の流入防止

（凡例）
：ﾍﾘﾎﾟｰﾄ適地等
：港湾・漁港
：道路交通情報板設置箇所
：信号機電源付加装置設置箇所
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１．内閣府（原子力防災）について

２．原子力災害時における国・自治体の体制

３．地域防災計画の充実に向けた取り組み

４．地域防災力向上に向けた更なる取り組み
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４ 地域防災力向上に向けたさらなる取り組み

u 玄海地域原子力防災協議会等を通じて、国と関係自治体が一
体となって、引き続き、各自治体の地域防災計画、避難計画の
充実・強化等を全面的に支援していく。

u 放射線防護対策等のための資機材の整備等に関して、今後も
継続して、関係自治体の要請に応じて財政的な支援を行う。

u 国や関係自治体が実施する原子力防災訓練で明らかになった

教訓事項を抽出し、各自治体の地域防災計画、避難計画に反
映させていく。

地域防災計画・避難計画の整備に「完璧」や「終
わり」はなく、今後も訓練等を通じて、国と自治体
が一体となって継続的に、避難計画の充実・強化
に努めていく。
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